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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
村

大
　
　
字

字

地
　
　
番

向
坂

一

南
巨
摩
郡

身
延
町

切
石

向
坂

七
三
七

二

同

同

同

山
神
下

七
四
四

三

同

同

同

同

同

四

同

同

同

同

七
五
一

五

同

同

同

同

同

六

同

同

同

同

七
五
三

七

同

同

同

同

七
五
七

八

同

同

同

同

七
六
九
―
一

九

同

同

同

同

同

十

同

同

同

同

七
七
〇
―
一

十
一

同

同

同

同

同

十
二

同

同

同

同

七
六
九
―
一

十
三

同

同

同

向
坂

七
一
四
―
四

十
四

同

同

同

同

同

十
五

同

同

同

同

同

十
六

同

同

同

同

同

十
七

同

同

同

同

七
一
四
―
二

十
八

同

同

同

同

同

十
九

同

同

同

同

七
二
六

二
十

同

同

同

同

七
二
八
―
一

二
十
一

同

同

同

山
神
下

七
五
二

二
十
二

同

同

同

同

同

二
十
三

同

同

同

同

同

二
十
四

同

同

同

同

七
五
一

二
十
五

同

同

同

同

七
五
一
―
内
一

二
十
六

同

同

同

同

同

二
十
七

同

同

同

向
坂

七
三
〇

二
十
八

同

同

同

山
神
下

七
四
四

二
十
九

同

同

同

同

同

三
十

同

同

同

向
坂

七
三
七

山
梨
県
告
示
第
五
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

八
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

二
月
二
十
二
日

第
二
千
二
十
号

月　曜　日

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
標
柱
番
号
三
十
号
ま

で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
三
十
号
と
標
柱
番
号
一
号
の
標
柱
を

結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
標
柱
番
号
十
六
号
ま



急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
村

大
　
　
字

字

地
　
　
番

藤
の
木

一

甲
斐
市

亀
沢

上
ノ
田

三
一
六
九

二

同

同

菩
提

五
二
〇
六

三

同

同

同

同

四

同

同

同

同

五

同

同

同

同

六

同

同

同

同

七

同

同

上
ノ
田

三
一
三
四

八

同

同

同

同

九

同

同

同

三
一
三
六
―
一

十

同

同

同

同

十
一

同

同

同

三
六
三
七

十
二

同

同

同

三
一
四
八

十
三

同

同

同

同

十
四

同

同

同

三
一
六
三
―
一

十
五

同

同

同

同

十
六

同

同

同

三
一
六
四

山
梨
県
告
示
第
五
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

小
菅
村

橋
立
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

橋
立
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

橋
立
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
尻
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
尻
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

川
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
元

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

井
狩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

余
沢
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

余
沢
の
４
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

余
沢
の
４
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

余
沢
の
１
―
１
・
東

急
傾
斜
地
の
崩
壊

部
Ⅱ

余
沢
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

余
沢
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

八
二

で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
十
六
号
と
標
柱
番
号
一
号
の
標
柱
を

結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域



大
成

急
傾
斜
地
の
崩
壊

金
風
呂
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

金
風
呂
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
沢
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
沢
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
沢
の
３
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
永
田
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
永
田
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
永
田
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吉
野
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吉
野
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
作
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
作
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

橋
立
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
尻
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
沢
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
成
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吉
野
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
作
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
作
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
上
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
楽
入
沢

土
石
流

大
長
作
川

土
石
流

井
戸
沢

土
石
流

日
影
沢

土
石
流

沢
入
沢

土
石
流

作
の
宮
川

土
石
流

井
狩
沢

土
石
流

川
上
沢

土
石
流

山
沢
川

土
石
流

ナ
ガ
サ
ス
沢

土
石
流

西
沢

土
石
流

上
割
間
沢

土
石
流

天
ノ
久
保

土
石
流

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

八
三



宮
川
―
１

土
石
流

宮
川
―
２

土
石
流

小
峰
沢

土
石
流

竹
の
沢

土
石
流

大
茶
ア
入
沢

土
石
流

大
成
沢

土
石
流

余
沢

地
す
べ
り

小
永
田
上
―
１

地
す
べ
り

小
永
田
上
―
２

地
す
べ
り

小
永
田
上
―
３

地
す
べ
り

小
永
田
上
―
４

地
す
べ
り

小
永
田
上
―
５

地
す
べ
り

小
永
田
上
―
６

地
す
べ
り

小
永
田
上
―
７

地
す
べ
り

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

小
菅
村

橋
立
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

橋
立
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

橋
立
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
尻
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
尻
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

川
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
元

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

井
狩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

余
沢
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

余
沢
の
４
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

余
沢
の
４
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

余
沢
の
１
―
１
・
東

急
傾
斜
地
の
崩
壊

部
Ⅱ

余
沢
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

余
沢
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
成

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

八
四



金
風
呂
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

金
風
呂
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
沢
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
沢
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
沢
の
３
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
永
田
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
永
田
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
永
田
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吉
野
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吉
野
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
作
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
作
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

橋
立
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
尻
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
沢
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
成
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吉
野
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
作
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
作
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
上
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
楽
入
沢

土
石
流

大
長
作
川

土
石
流

井
戸
沢

土
石
流

作
の
宮
川

土
石
流

井
狩
沢

土
石
流

西
沢

土
石
流

上
割
間
沢

土
石
流

天
ノ
久
保

土
石
流

宮
川
―
１

土
石
流

小
峰
沢

土
石
流

竹
の
沢

土
石
流

大
成
沢

土
石
流

公
　
　
　
告

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

八
五



県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
春
日
居
第
一
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
二
年
二
月
十
日
実
施
し
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
二
月
四
日
付
け
で
南
ア
ル
プ
ス
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
補
正
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
南
ア
ル
プ
ス
市
　
全
域

'

建
築
士
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た

の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
監
督
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
二
月
十
五
日

二
　
監
督
処
分
を
受
け
た
建
築
士
事
務
所

１
　
名
称
及
び
所
在
地

伊
藤
構
造
建
築
研
究
所
二
級
建
築
士
事
務
所

大
月
市
賑
岡
町
強
瀬
六
百
二
十
三
番
地
四

２
　
開
設
者
の
氏
名

伊
藤
智
和

３
　
一
級
建
築
士
事
務
所
、
二
級
建
築
士
事
務
所
又
は
木
造
建
築
士
事
務
所
の
別

二
級
建
築
士
事
務
所

４
　
登
録
番
号

山
梨
県
知
事
登
録
第
二
―
一
七
二
三
三
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日
か
ら
三
月
間
の
建
築
士
事
務
所
の
閉
鎖

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
建
築
士
事
務
所
を
管
理
す
る
建
築
士
が
、
東
京
都
知
事
か
ら
建
築

士
法
第
十
条
第
一
項
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
。

監
査
委
員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
住

民
監
査
請
求
の
監
査
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
監
査
委
員
　
　
　
　
戸
　
　
島
　
　
義
　
　
人

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
込
　
　
孝
　
　
元

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

八
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

八
七



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

八
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

八
九



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

九
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

九
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

九
二



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

九
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

九
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

九
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

九
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

九
七



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

九
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

九
九



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

一
〇
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

一
〇
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

一
〇
二



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

一
〇
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

一
〇
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

一
〇
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

一
〇
六


